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一橋論叢 第120巻第2号 平成10年（1998年）8月号　（152）

日
韓
会
談
に
お
け
る
対
日
請
求
権
の
具
体
的
討
議
の
分
析

は
じ
め
に －

第
五
次
会
談
及
び
第
六
次
会
談
を
中
心
と
し
て
ー

　
本
稿
は
一
九
五
一
年
一
〇
月
か
ら
一
九
六
五
年
六
月
ま
で
に
七

次
に
わ
た
っ
て
断
続
的
に
行
わ
れ
た
日
本
と
韓
国
と
の
国
交
正
常

化
交
渉
（
い
わ
ゆ
る
日
韓
会
談
）
に
お
け
る
財
産
請
求
権
（
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）

請
求
権
と
す
る
）
を
め
ぐ
る
交
渉
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
周

知
の
よ
う
に
、
こ
の
問
題
は
一
九
六
五
年
六
月
に
目
韓
問
で
締
結

さ
れ
た
協
定
に
よ
づ
て
、
日
本
政
府
が
対
韓
経
済
協
力
を
行
う
こ

と
を
条
件
に
、
韓
国
政
府
が
対
日
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と
で
外

交
的
な
解
決
が
図
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
政
治
的
妥
結
の
前
段
階

と
し
て
、
一
九
六
〇
年
一
〇
月
か
ら
一
九
六
二
年
三
月
ま
で
に
行

わ
れ
た
対
日
請
求
権
の
具
体
的
討
議
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
韓
国

側
の
主
張
の
内
容
及
ぴ
そ
れ
に
対
す
る
日
本
側
の
対
応
の
内
容
を

吉
　
　
澤

文
　
　
寿

解
明
し
、
請
求
権
交
渉
全
体
に
お
け
る
そ
の
歴
吏
的
意
味
を
考
察

す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

　
議
論
に
入
る
前
に
、
本
稿
の
内
容
に
関
わ
る
主
な
先
行
研
究
に

つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
佐
々
木
隆
爾
は
今
目
に
お

け
る
日
韓
条
約
の
見
直
し
と
い
う
観
点
か
ら
、
請
求
権
交
渉
を
整

理
し
つ
つ
、
交
渉
過
程
を
通
じ
て
日
本
の
植
民
地
支
配
の
責
任
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

不
問
に
付
さ
れ
た
点
を
論
証
し
た
。
さ
ら
に
、
高
崎
宗
司
は
一
違

の
研
究
に
お
い
て
、
個
人
請
求
権
の
処
理
な
ど
現
在
の
戦
後
補
償

問
題
の
論
点
を
中
心
に
請
求
権
交
渉
を
検
討
し
つ
つ
、
請
求
権
問

題
の
経
済
協
力
に
よ
る
解
決
と
い
う
日
韓
条
約
の
最
大
の
問
題
点

　
　
　
　
　
（
3
）

を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
李
元
徳
は
韓
国
側
の
対
日
請
求
権
に

対
す
る
目
本
側
の
対
応
が
大
蔵
省
の
判
断
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と

　
　
　
（
4
）

を
指
摘
し
た
。
対
日
請
求
権
の
具
体
的
討
議
に
関
す
る
研
究
は
着

醐2
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実
に
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
対
日
請

求
権
の
具
体
的
討
議
を
経
済
協
力
に
よ
る
解
決
の
前
段
階
と
し
て
、

交
渉
全
体
に
お
け
る
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
消
極
的
な
評
価
の
み

を
与
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
対
目

請
求
権
の
具
体
的
討
議
に
統
い
て
行
わ
れ
た
名
目
及
ぴ
金
額
の
折

衝
（
一
九
六
二
年
三
；
＝
一
月
）
、
そ
し
て
目
韓
問
に
お
け
る
請

求
権
及
び
経
済
協
力
協
定
の
締
結
（
一
九
六
五
年
六
月
）
と
い
う

一
連
の
交
渉
の
経
緯
と
の
関
連
で
、
対
日
請
求
権
の
具
体
的
討
議

の
歴
史
的
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
朝
鮮
半
島
南
半
部
の
呼
称
に
つ
い
て
、
大
韓
民
国
成
立

以
前
は
「
南
朝
鮮
」
、
成
立
以
後
は
「
韓
国
」
と
す
る
。

準
賠
償
要
求
的
な
対
日
請
求
権
の
確
立

壬
そ
の
且
ハ
体
的
討
議
の
背
景

　
日
韓
会
談
に
お
い
て
、
請
求
権
問
題
を
日
韓
問
の
「
特
別
取
極

の
主
題
と
す
る
」
と
定
め
た
の
は
、
一
九
五
一
年
九
月
に
日
本
と

連
合
国
の
問
で
締
結
さ
れ
た
対
目
平
和
条
約
第
四
条
a
項
で
あ
る
。

し
か
し
、
対
日
平
和
条
約
の
問
題
に
入
る
前
に
、
こ
の
条
項
の
成

立
に
か
か
わ
る
歴
史
的
経
緯
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
在
朝
鮮

日
本
人
財
産
の
処
理
過
程
及
び
韓
国
の
署
名
国
資
格
要
求
に
対
す

る
連
合
国
の
対
応
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
一
九
四
五
年
九
月
、
目
本
が
連
合
国
に
対
す
る
降
伏
文
書
に
調

印
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
朝
鮮
支
配
が
終
了
す
る
と
、
そ
れ
に

伴
う
在
朝
鮮
日
本
人
財
産
の
処
理
は
そ
の
後
進
駐
し
た
米
ソ
両
軍

に
委
ね
ら
れ
た
。
南
朝
鮮
に
お
い
て
は
、
九
月
九
日
に
発
足
し
た

米
軍
政
庁
が
発
し
た
法
令
第
二
号
（
九
月
二
五
日
公
布
）
及
び
第

三
三
号
（
＝
一
月
六
日
公
布
）
を
通
じ
て
、
目
本
人
財
産
は
公
有
、

私
有
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
同
政
庁
の
所
有
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

一
九
四
八
年
八
月
に
大
韓
民
国
が
成
立
し
た
後
、
同
年
九
月
に
米

韓
間
で
締
結
さ
れ
た
「
米
韓
問
財
産
及
ぴ
財
政
に
関
す
る
最
初
協

定
」
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ら
は
ア
メ
リ
カ
政
府
か
ら
韓

国
政
府
に
委
譲
さ
れ
た
（
こ
の
財
産
を
「
帰
属
財
産
」
と
呼
ぷ
。

以
下
同
じ
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
こ
の
一
連
の
措
置
の
背
景
に
、

同
国
の
対
目
賠
償
方
針
が
あ
っ
た
。
一
九
四
五
年
二
一
月
七
目
に

発
表
さ
れ
た
ポ
ー
レ
ー
（
塁
三
目
向
、
霊
巨
2
）
の
対
日
賠
償
中

問
報
告
は
日
本
の
機
械
設
備
を
日
本
か
ら
撤
去
し
、
そ
の
賠
償
対

象
国
へ
の
移
転
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
南
朝
鮮
の
米

軍
政
庁
は
朝
鮮
所
在
の
機
械
設
備
も
日
本
の
賠
償
と
し
て
撤
去
さ

。
れ
る
の
か
と
目
本
の
G
H
Q
に
直
ち
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

搬2
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八
日
に
ポ
ー
レ
ー
は
「
朝
鮮
か
ら
設
備
を
撤
去
す
る
こ
と
は
あ
り

え
ず
、
逆
に
従
来
朝
鮮
を
搾
取
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
目

本
の
設
備
を
朝
鮮
に
移
転
す
べ
し
と
大
統
領
に
勧
告
す
る
つ
も
り

　
（
5
）

で
あ
る
」
と
の
声
明
を
公
表
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
当
初
の
ア
メ
リ
カ
の
対
目
賠
償
政
策
の
方
針
に

お
い
て
、
朝
鮮
は
在
朝
鮮
目
本
人
財
産
を
無
条
件
に
接
収
し
、
さ

ら
に
日
本
か
ら
の
賠
償
を
受
け
取
る
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
米
ソ
対
立
が
深
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
の
経
済
復
興
を

優
先
し
、
そ
の
妨
げ
と
な
る
対
目
賠
償
取
り
立
て
に
消
極
的
に
な

る
と
、
朝
鮮
の
立
場
に
も
変
化
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
次

大
戦
中
の
朝
鮮
は
日
本
の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
論
理
で
、
連
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

国
は
朝
鮮
の
日
本
．
に
対
す
る
賠
償
要
求
権
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
変
化
が
具
体
的
に
表
出
し
た
の
が
、
韓
国
の
対
目
平
和
条

約
へ
の
署
名
を
め
ぐ
る
問
題
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
韓
国
政
府
は

建
国
当
初
よ
り
、
重
慶
の
大
韓
民
国
臨
時
政
府
が
対
日
宣
戦
布
告

を
し
、
臨
時
政
府
下
に
組
織
さ
れ
た
光
復
軍
が
主
に
中
国
大
陸
で

対
日
戦
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
根
拠
に
、
ア
メ
リ
カ
を
初
め
と

す
る
連
合
国
に
対
目
平
和
条
約
の
署
名
国
資
格
を
要
求
し
て
い
た
。

そ
の
目
的
は
韓
国
政
府
が
署
名
国
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ビ
ン
や
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
な
ど
と
同
様
に
正
式
に
対
日
賠
償
を
要
求
し
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
五
一
年
七
月
一
八
目
、
ダ

レ
ス
米
国
務
省
顧
問
は
梁
裕
燦
駐
米
大
使
に
、
韓
国
の
署
名
国
資

格
の
否
定
を
伝
達
し
た
。
た
だ
し
、
同
時
に
ダ
レ
ス
は
「
そ
の
代

わ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
韓
国
の
利
益
を
講
和
条
約
に
適
切
に
反
映
す

　
　
　
　
（
7
）

る
」
と
述
ぺ
た
。
こ
の
結
果
、
同
年
八
月
に
発
表
さ
れ
た
対
目
平

和
条
約
最
終
案
に
、
第
四
条
b
項
が
新
設
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

同
条
約
第
四
条
a
項
で
は
目
本
及
び
朝
鮮
双
方
の
請
求
権
が
明
記

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
第
四
条
b
項
で
は
「
目
本
国
は
第
二
条
及

び
第
三
条
に
掲
げ
る
地
域
の
い
ず
れ
か
に
あ
る
合
衆
国
軍
政
府
に

よ
り
、
又
は
そ
の
指
令
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
目
本
国
及
ぴ
そ
の
国

民
の
財
産
の
処
理
の
効
カ
を
承
認
す
る
」
と
規
定
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
第
四
条
b
項
の
条
文
解
釈
が
日
韓
問
の
請
求
権
交
渉
の
重
大

な
論
点
と
な
っ
た
。

　
一
九
五
二
年
二
月
か
ら
一
九
垂
二
年
一
〇
月
ま
で
断
続
的
に
開

か
れ
た
第
一
次
壬
第
三
次
目
韓
会
談
の
請
求
権
委
員
会
に
お
い
て
、

韓
国
側
が
対
日
平
和
条
約
第
四
条
b
項
を
根
拠
に
、
在
朝
鮮
日
本

人
財
産
を
交
渉
の
対
象
外
と
し
つ
つ
、
対
日
請
求
権
を
主
張
し
た

の
に
対
し
て
、
目
本
側
は
国
際
法
上
占
領
軍
が
私
有
財
産
を
没
収

で
き
な
い
と
述
ぺ
て
、
韓
国
の
帰
属
財
産
の
う
ち
、
日
本
人
私
有

財
産
に
当
た
る
部
分
に
対
し
て
対
韓
請
求
権
を
主
張
し
た
の
で
あ

092
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（
8
）っ
た
。
こ
の
よ
う
な
目
本
側
の
主
張
の
真
意
は
、
韓
国
の
帰
属
財

産
取
得
に
よ
っ
て
対
日
請
求
権
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
で
、
日
韓
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
請
求
権
間
題
を
す
べ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
日
本
側
の
主
張
は
日
韓
会
談
の
調
停
を

目
的
と
し
た
ア
メ
リ
カ
政
府
が
示
し
た
対
日
平
和
条
約
第
四
条
の

解
釈
（
一
九
五
二
年
四
月
二
九
目
付
）
に
お
い
て
、
明
確
に
否
定

さ
れ
た
。
そ
の
」
方
で
、
同
解
釈
は
「
も
づ
と
も
、
日
本
国
が
平

和
条
約
第
四
条
（
b
）
に
お
い
て
効
カ
を
承
認
し
た
こ
れ
ら
の
資

産
の
処
理
は
、
合
衆
国
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
平
和
条
約
第
四
条

（
a
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
取
極
を
考
慮
す
る
に
当
た
っ
て
関
連

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

が
あ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
「
関
連
」

の
範
囲
の
決
定
は
引
き
続
き
交
渉
当
事
国
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ

る
。　

こ
う
し
て
、
初
期
の
請
求
権
交
渉
は
対
韓
請
求
権
を
主
張
す
る

日
本
側
と
そ
れ
を
否
定
す
る
韓
国
側
が
決
定
的
に
対
立
し
、
一
九

五
三
年
一
〇
月
に
日
本
側
首
席
代
表
の
久
保
田
貫
一
郎
が
日
本
の

朝
鮮
支
配
を
美
化
す
る
菱
言
を
し
た
こ
と
で
（
い
わ
ゆ
る
「
久
保

田
発
言
」
）
、
日
韓
会
談
白
体
が
四
年
半
に
及
ぷ
休
会
期
に
入
ウ
た
。

そ
の
後
、
一
九
五
廿
年
に
な
う
て
、
目
韓
間
で
会
談
再
開
の
た
め

の
交
渉
を
進
め
た
結
果
、
同
年
＝
一
月
＝
二
日
に
会
談
再
開
の
前

提
条
件
と
し
て
目
韓
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
が
発
表
さ
れ
た
。
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
は
請
求
権
問
題
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
対

同
平
和
条
約
の
解
釈
を
も
と
に
し
て
、
日
本
側
は
対
韓
請
求
権
を

撤
回
し
、
韓
国
側
の
対
日
請
求
権
の
み
を
請
求
権
交
渉
の
議
題
と

　
　
　
　
　
　
（
u
）

す
る
と
取
り
決
め
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
政
府
の
対
日
賠
償
要
求
は
対
日
平
和
条
約

の
作
成
過
程
で
否
定
さ
れ
、
同
条
約
に
は
日
韓
間
に
お
け
る
請
求

権
問
題
の
存
在
の
み
が
明
記
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
韓
国
側
の
対
日

請
求
権
の
準
賠
償
要
求
的
な
性
格
は
対
日
平
和
条
約
で
は
な
く
、

ア
メ
リ
カ
を
合
め
た
日
韓
問
の
請
求
権
交
渉
と
い
う
外
交
の
場
に

お
い
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
目
韓
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
に
よ
る
合
意
内
容
は

在
朝
鮮
同
本
人
財
産
と
の
「
関
連
」
問
題
な
ど
、
後
に
対
目
請
求

権
が
具
体
的
に
討
議
さ
れ
る
う
え
で
、
目
本
側
に
そ
の
利
益
を
主

張
で
き
る
余
地
も
ま
た
残
し
た
の
で
あ
る
。

二

第
五
次
会
談
に
お
け
る
討
議

｛
対
圓
請
求
権
の
全
体
的
性
格
に
つ
い
て

　
対
［
口
請
求
権
の
具
体
的
討
議
は
日
韓
会
談
で
設
置
さ
れ
た
請
求

権
小
委
員
会
に
お
い
て
、
一
九
六
〇
年
一
〇
月
か
ら
翌
年
五
月
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（
第
五
次
会
談
時
）
及
ぴ
一
九
六
一
年
一
〇
月
か
ら
翌
年
三
月
ま

で
（
第
六
次
会
談
時
）
に
、
計
二
四
回
の
正
式
会
合
を
も
っ
て
行

わ
れ
た
。
本
論
で
は
、
討
議
の
内
容
を
対
日
請
求
権
そ
の
も
の
に

関
わ
る
も
の
と
、
韓
国
側
が
提
出
し
た
対
目
請
求
八
項
目
（
以
下

「
八
項
目
」
）
の
個
別
的
内
容
に
関
わ
る
も
の
に
分
け
て
検
討
す
る

こ
と
に
す
る
。
前
者
は
主
と
し
て
第
五
次
会
談
で
討
議
さ
れ
、
後

者
は
第
五
次
会
談
の
後
半
（
一
九
六
一
年
三
月
一
五
日
以
後
）
及

ぴ
第
六
次
会
談
で
討
議
さ
れ
た
。
こ
の
章
で
は
ま
ず
、
前
者
の
討

議
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
ゴ
る
。
尚
、
交
渉
主
体
は
日
本
側
が
池

田
政
権
で
あ
り
、
韓
国
側
が
第
五
次
会
談
で
は
張
勉
を
国
務
総
理

と
す
る
民
主
党
政
権
で
あ
り
、
第
六
次
会
談
で
は
朴
正
煕
を
頂
点

と
す
る
軍
事
政
権
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
対
日
請
求
権
の
具
体
的

討
議
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
側
の
基
本
的
立
場
に
変
化
は
な
か
っ

た
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
章
の
議
論
に
関
わ
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
第
五

次
会
談
の
一
般
請
求
権
委
員
会
第
二
回
会
合
（
一
九
六
〇
年
一
一

月
一
八
同
）
に
お
い
て
、
韓
国
側
が
具
体
的
な
請
求
項
目
と
し
て

提
示
し
た
「
韓
日
問
財
産
及
ぴ
請
求
権
協
定
要
綱
」
（
い
わ
ゆ
る

「
対
目
請
求
八
項
目
」
）
の
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
以
下
に
示
し
て
お

く
o

（
一
）

（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

（
七
）

（
八
）

朝
鮮
銀
行
を
通
じ
て
搬
出
さ
れ
た
地
金
六
七
、
五
四
一
、

七
七
一
二
一
g
（
第
五
次
会
談
時
提
示
）
及
び
地
銀
二

四
九
、
六
…
二
、
一
九
八
・
六
一
g
（
第
五
次
会
談
提

出
時
提
示
）
の
返
還
請
求

一
九
四
五
年
八
月
九
目
現
在
の
日
本
政
府
の
対
朝
鮮
総

督
府
債
権
の
返
済
請
求

一
九
四
五
年
八
月
九
日
以
後
韓
国
－
か
ら
振
替
又
は
送
金

さ
れ
た
金
品
の
返
還
請
求

一
九
四
五
年
八
月
九
日
現
在
韓
国
に
本
杜
本
店
又
は
主

た
る
事
務
所
が
あ
る
法
人
の
在
日
財
産
の
返
還
請
求

韓
国
法
人
又
は
韓
国
自
然
人
の
目
本
国
又
は
日
本
国
民

に
対
す
る
日
本
国
債
、
公
債
、
日
本
銀
行
券
、
被
徴
用

韓
国
人
の
未
収
金
、
補
償
金
及
ぴ
其
他
請
求
権
の
返
済

請
求
韓
国
人
（
自
然
人
、
法
人
）
の
日
本
攻
府
又
は
日
本
人

に
対
す
る
個
別
的
権
利
行
使
に
関
す
る
項
目

前
記
諸
財
産
又
は
請
求
権
よ
り
発
生
し
た
諸
果
実
の
返

還
請
求

前
記
の
返
還
及
ぴ
決
済
の
開
始
及
び
終
了
時
期
に
関
す
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（
1
2
）

る
項
目

　
こ
の
請
求
項
目
は
第
一
次
会
談
（
一
九
五
二
年
二
月
）
に
提
示

さ
れ
た
も
の
を
修
正
、
再
度
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
修
正

さ
れ
た
の
は
第
一
項
で
あ
り
、
当
初
そ
こ
に
合
ま
れ
て
い
た
「
古

書
籍
、
美
術
品
、
骨
董
品
、
其
他
国
宝
地
図
原
版
」
は
第
四
次
会

談
（
一
九
五
八
年
四
月
一
五
目
壬
一
九
六
〇
年
四
月
一
九
目
）
よ

り
文
化
財
小
委
員
会
で
討
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
第
二

項
は
主
に
郵
便
貯
金
な
ど
の
逓
信
局
関
係
に
隈
定
さ
れ
、
第
六
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
〕

は
当
初
「
八
項
目
」
に
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
七

項
及
び
第
八
項
は
実
際
に
は
討
議
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
対
目
請
求
権
の
全
体
的
性
格
に
関
わ
る
第
一
の
論
点
は

韓
国
政
府
の
帰
属
財
産
取
得
が
対
日
請
求
権
を
ど
の
程
度
満
た
す

の
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
関
連
」
問
題
で
あ
っ
た
。
目
本
側
は

ア
メ
リ
カ
国
務
省
覚
書
の
基
本
精
神
は
「
相
殺
」
に
あ
る
と
し
た

う
え
で
、
韓
国
側
の
提
出
し
た
「
八
項
目
」
の
う
ち
一
部
は
韓
国

政
府
が
帰
属
財
産
を
取
得
し
た
こ
と
で
満
た
さ
れ
て
い
る
と
主
張

　
（
M
）

し
た
。
先
に
述
べ
た
一
九
五
七
年
の
予
傭
交
渉
に
お
い
て
、
日
韓

共
同
コ
、
、
、
ユ
ニ
ケ
の
合
意
内
容
に
帰
属
財
産
の
処
理
と
対
目
請
求

権
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
条
文
を
挿
入
す
べ
き
だ
と
い
う

韓
国
側
の
主
張
に
対
し
て
、
日
本
側
が
か
た
く
な
に
拒
ん
だ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

こ
の
「
相
殺
」
方
針
を
堅
持
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
日
本
側
の
論
理
は
当
初
の
日
韓
会
談
に
お
い
て
主
張
さ
れ

た
対
韓
請
求
権
の
論
理
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本

側
は
対
日
請
求
権
の
且
ハ
体
的
討
議
の
段
階
に
お
い
て
も
、
在
外
目

本
財
産
の
処
理
を
も
っ
て
賠
償
に
代
え
る
と
い
う
、
い
わ
ば
日
本

の
賠
償
外
交
の
基
本
線
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
韓
国
側
は
こ
の
よ
う
な
日
本
側
の
主
張
に
反
し
て
、

「
八
項
目
」
の
相
殺
は
あ
り
得
な
い
と
主
張
し
た
。
韓
国
側
は

「
韓
国
が
日
本
に
請
求
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
財
産
は
八
個
項
目

以
外
に
も
莫
大
な
も
の
だ
が
、
平
和
条
約
第
四
条
に
依
っ
て
、
日

本
は
韓
国
内
の
旧
日
本
財
産
を
批
棄
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い

う
点
を
十
分
に
考
慮
し
て
最
初
か
ら
重
要
な
も
の
の
み
を
八
個
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
〕

目
と
し
て
選
ん
で
提
出
し
た
の
だ
」
と
主
張
し
た
。

　
こ
の
韓
国
側
の
主
張
の
背
景
に
は
、
韓
国
国
内
に
お
け
る
対
日

賠
償
調
査
活
動
の
経
緯
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
一
九
四
九
年
三
月

及
ぴ
九
月
に
、
韓
国
政
府
は
解
放
後
の
対
目
賠
償
調
査
活
動
の
成

果
と
し
て
、
『
対
日
賠
償
要
求
調
書
』
（
以
下
『
調
書
』
）
全
二
巻

を
作
成
し
た
。
そ
の
内
容
は
「
第
一
部
」
と
し
て
現
物
返
還
要
求

（
地
金
、
地
銀
、
美
術
品
及
び
骨
董
品
、
船
舶
、
地
図
原
版
）
、
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「
第
二
部
」
と
し
て
確
定
債
権
（
日
系
通
貨
、
日
系
有
価
証
券
、

上
海
弗
貨
、
保
険
金
・
恩
給
・
そ
の
他
未
収
金
、
逓
信
関
係
特
別

計
定
）
、
「
第
三
部
」
と
し
て
目
中
戦
争
及
ぴ
太
平
洋
戦
争
に
起
因

す
る
人
的
物
的
被
害
、
「
第
四
部
」
と
し
て
日
本
政
府
の
低
利
収

奪
に
よ
る
損
害
（
具
体
的
に
は
戦
時
に
お
け
る
強
制
供
出
に
よ
る

損
害
）
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
韓
国

政
府
が
対
目
平
和
条
約
の
署
名
国
と
な
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、

『
調
書
』
の
項
目
か
ら
戦
争
賠
償
に
当
た
る
第
三
部
の
大
部
分
及

び
第
四
部
の
す
ぺ
て
を
除
外
し
て
、
「
八
項
目
」
を
対
日
請
求
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
〕

の
要
綱
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
結
局
、
こ
の
問
題
は
一
九
六
一
年
三
月
九
日
に
目
本
と
韓
国
で

ア
メ
リ
カ
の
対
目
平
和
条
約
第
四
条
b
項
の
解
釈
が
公
表
さ
れ
た

後
も
、
計
八
回
開
か
れ
た
請
求
権
ハ
委
員
会
に
お
い
て
文
書
の
交

換
と
い
う
か
た
ち
で
論
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
両
者
の

主
張
に
際
立
っ
た
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
第
二
の
論
点
は
米
軍
政
庁
に
よ
る
日
本
人
財
産
の
処
分
、
具
体

的
に
は
米
軍
政
法
令
第
三
三
号
の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
二
一
月
六
日
に
公
布
さ
れ
た
同
法
令
第
＝
…
号
は
、

同
年
八
月
九
日
以
降
南
朝
鮮
に
あ
る
日
本
人
財
産
を
米
軍
政
庁
の

管
理
下
に
お
く
こ
と
を
定
め
た
同
法
令
第
二
号
の
発
令
を
う
け
て
、

そ
れ
ら
を
す
べ
て
米
軍
政
庁
が
取
得
し
、
所
有
す
る
こ
と
を
う
た

っ
た
も
の
で
あ
る
。
討
議
の
焦
点
は
米
軍
政
庁
が
取
得
し
た
財
産

の
日
付
を
一
九
四
五
年
八
月
九
日
に
お
く
の
か
、
そ
れ
と
も
同
年

＝
一
月
六
目
に
お
く
の
が
に
あ
っ
た
。

　
「
八
項
目
」
の
う
ち
三
項
目
（
第
二
、
三
、
四
項
）
に
わ
た
っ

て
、
こ
の
問
題
に
か
か
わ
る
請
求
権
を
主
張
し
た
韓
国
側
は
在
朝

鮮
日
本
人
財
産
の
現
状
維
持
及
び
海
外
移
動
の
禁
止
を
定
め
た
太

平
洋
ア
メ
リ
カ
陸
軍
総
司
令
部
布
告
第
一
号
及
ぴ
第
三
号
（
ど
ち

ら
も
一
九
四
五
年
九
月
七
日
布
告
）
な
ど
も
論
拠
に
し
つ
つ
、
八

月
九
日
現
在
の
在
朝
鮮
日
本
人
財
産
が
米
軍
政
庁
の
取
得
の
対
象

と
な
る
と
主
張
し
た
。
例
え
ば
、
同
日
以
降
、
朝
鮮
を
引
き
揚
げ

る
日
本
人
が
朝
鮮
内
の
銀
行
か
ら
引
き
出
し
た
預
金
額
も
そ
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
〕

象
と
な
る
と
い
ヶ
も
の
で
あ
う
た
。
こ
の
韓
国
側
の
主
張
は
同
財

産
処
理
に
関
係
し
た
諸
法
令
の
関
連
性
を
重
視
し
、
「
朝
鮮
か
ら

設
備
を
撤
去
す
る
こ
と
は
あ
り
え
」
な
い
と
し
た
ア
メ
リ
カ
の
初

期
対
日
賠
償
方
針
を
厳
密
に
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う

　
一
方
、
日
本
側
は
法
令
第
三
三
号
の
解
釈
に
つ
い
て
、
「
軍
令

第
三
三
号
の
公
布
時
で
あ
。
る
一
九
四
五
年
二
一
月
六
目
に
（
米
）

軍
政
府
の
管
轄
権
の
及
ぷ
地
域
に
存
在
し
た
財
産
が
米
軍
政
府
に

所
属
変
更
さ
れ
た
」
（
カ
ッ
コ
内
は
吉
澤
、
以
下
同
じ
）
の
で
あ
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り
、
「
八
月
九
日
」
と
い
う
日
付
は
「
同
法
令
の
対
象
と
な
る
財

産
の
『
日
本
性
』
を
決
定
す
る
基
準
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
さ

ら
に
、
日
本
側
は
日
本
人
に
よ
る
預
金
引
出
に
つ
い
て
述
ぺ
て
、

。
そ
れ
は
個
人
の
権
利
で
あ
り
、
「
も
し
預
金
引
出
に
関
し
て
（
総

督
府
の
）
行
政
的
責
任
が
あ
れ
ぱ
、
ア
メ
リ
カ
が
既
に
（
預
金
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
m
〕

出
の
停
止
を
）
要
講
し
た
だ
ろ
う
」
と
主
張
し
た
。

　
　
こ
の
問
題
は
「
八
項
目
」
の
個
別
的
討
議
に
お
い
て
、
あ
る
い

は
文
書
の
交
換
に
よ
っ
て
、
第
五
次
会
談
を
通
じ
て
激
し
く
討
議

さ
れ
た
。
し
か
し
、
第
六
次
会
談
で
は
、
韓
国
側
が
新
た
に
こ
の

「
日
付
」
問
題
に
論
及
し
な
か
っ
た
の
で
、
具
体
的
な
討
蔽
は
展

開
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
会
談
の

展
開
か
ら
推
測
し
て
、
目
韓
国
交
正
常
化
の
早
期
実
現
を
目
指
し

た
韓
国
の
箪
事
政
権
が
「
八
項
目
」
の
討
議
の
終
結
を
急
い
だ
た

め
に
、
こ
の
問
題
を
敢
え
て
回
避
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

　
第
三
の
論
点
は
、
郵
便
貯
金
や
未
払
い
賃
金
な
ど
、
個
人
的
な

請
求
権
に
対
す
る
支
払
い
方
法
を
め
ぐ
っ
て
現
れ
た
。
例
え
ぱ
、

　
一
九
六
一
年
四
月
二
八
日
の
第
二
一
回
会
合
に
お
い
て
、
第
五
項

の
請
求
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
討
議
が
展
開
さ
れ
た
。

日
本
側
：
こ
の
項
目
は
私
的
な
請
求
が
大
部
分
だ
と
思
う
し
、

　
　
　
　
従
来
こ
の
よ
う
な
請
求
は
国
交
が
正
常
化
で
き
な
か

　
　
　
　
っ
た
た
め
に
解
決
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も

　
　
　
　
の
で
、
将
来
国
交
が
回
復
さ
れ
、
正
常
化
さ
れ
れ
ぱ
、

　
　
　
　
日
本
の
一
般
法
律
に
よ
っ
て
個
別
的
に
解
決
す
る
方

　
　
　
　
法
も
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
考

　
　
　
　
え
る
か
。

韓
国
側
：
解
決
方
法
と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
得
る
が
、
我
々

　
　
　
　
は
国
が
代
わ
り
に
解
決
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

　
　
　
　
ま
た
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
請
求
は
国
交
回
復
に
先
行

　
　
　
　
し
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

日
本
側
：
請
求
内
容
に
も
よ
る
が
従
来
日
本
が
諸
外
国
と
の
関

　
　
　
　
係
解
決
に
お
い
て
も
と
よ
り
財
産
に
対
し
て
は
個
別

　
　
　
　
的
に
解
決
し
た
こ
と
が
多
い
。
勿
論
そ
れ
は
政
府
間

　
　
　
　
の
交
渉
を
契
機
と
す
る
が
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ

　
　
　
　
て
私
権
の
遺
を
切
り
開
く
方
法
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

韓
国
側
：
我
々
と
し
て
は
国
交
回
復
に
先
行
し
て
解
決
し
た
い
。

　
こ
の
討
議
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
側
は
個
人
の
請
求
権
に

つ
い
て
は
国
交
正
常
化
後
、
日
本
の
法
律
に
従
っ
て
個
別
的
に
解
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決
す
る
と
い
う
方
法
を
提
示
し
た
。
た
だ
し
、
先
行
研
究
に
お
い

て
、
山
囲
昭
次
ら
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
提
案
は

目
本
側
が
個
人
の
請
求
権
の
立
証
義
務
を
韓
国
側
に
押
し
付
け
る

と
い
う
証
拠
主
義
に
よ
っ
て
、
そ
の
金
額
を
出
来
る
限
り
低
く
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

積
も
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
韓
会
談

の
経
緯
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
日
本
側
が
個
人
の
請
求
権
を
認
め

た
こ
と
自
体
は
、
先
に
述
べ
た
日
本
の
賠
償
政
策
の
基
本
線
か
ら

の
明
ら
か
な
逸
脱
で
あ
り
、
む
し
ろ
韓
国
側
の
請
求
権
問
題
に
対

す
る
強
硬
な
姿
勢
が
こ
の
よ
う
な
日
本
側
の
「
変
化
」
を
招
来
し

た
と
評
価
で
き
る
。

　
一
方
韓
国
側
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
国
交
正
常
化
に
先
行
し

て
国
家
問
で
解
決
す
る
と
い
う
主
張
を
繰
り
返
し
た
。
韓
国
側
は

日
本
側
の
証
拠
主
義
的
な
姿
勢
を
見
越
し
つ
つ
、
同
時
に
講
求
権

の
名
目
で
同
本
か
ら
供
与
さ
れ
る
資
金
に
よ
っ
て
、
韓
国
の
経
済

開
発
を
進
め
る
う
え
で
も
政
治
的
解
決
が
有
利
と
判
断
し
た
の
で

あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
の
ほ
か
に
韓
国
政
府
の
管
轄
権
と
対
目
請
求
権

と
の
関
連
間
題
、
ド
ル
だ
て
の
請
求
権
を
円
に
換
算
す
る
際
の
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

率
の
問
題
な
ど
が
討
議
さ
れ
た
。
以
上
の
検
討
に
よ
り
、
ア
メ
リ

カ
の
初
期
対
目
賠
償
方
針
を
厳
密
に
援
用
し
つ
つ
、
帰
属
財
産
の

取
得
と
切
り
離
し
て
請
求
権
を
主
張
し
た
韓
国
側
と
、
証
拠
主
義

を
前
提
に
個
人
の
請
求
権
を
認
め
つ
つ
も
、
法
律
論
に
よ
っ
て
対

日
請
求
権
全
体
の
枠
組
を
狭
め
よ
う
と
し
た
日
本
側
と
い
う
構
図

が
明
確
と
な
っ
た
。
こ
の
構
図
は
「
八
項
目
」
の
個
別
的
討
議
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

三

第
六
次
会
談
に
お
け
る
討
議

∫
対
日
請
求
八
項
目
の
個
別
的
内
容
に
つ
い
て

　
先
に
提
示
し
た
韓
国
側
の
「
八
項
目
」
請
求
に
対
し
て
、
同
本

側
は
あ
く
ま
で
事
務
的
に
厳
密
に
対
処
し
た
。
そ
の
真
意
が
韓
国

側
の
請
求
権
を
極
力
低
く
見
積
も
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
先
に

述
ぺ
た
と
お
り
で
あ
る
。
対
日
請
求
権
の
具
体
。
的
討
議
に
臨
む
日

本
側
の
姿
勢
は
、
①
韓
国
人
個
人
が
も
つ
請
求
権
（
第
二
項
及
び

第
五
項
）
に
つ
い
て
は
そ
の
正
当
性
を
認
め
た
う
え
で
、
請
求
の

根
拠
と
な
る
資
料
を
厳
密
に
検
討
し
、
資
料
で
確
認
で
き
な
い
部

分
の
請
求
は
認
め
な
い
、
②
そ
れ
以
外
の
請
求
権
（
第
一
、
三
、

四
、
六
項
）
に
つ
い
て
は
講
求
そ
の
も
の
を
認
め
な
い
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
側
が
そ
の
よ
う
な
態
度
に
出
る
政

治
的
布
石
と
な
っ
た
の
が
、
対
日
請
求
権
を
法
的
根
拠
の
あ
る
も

の
に
限
る
こ
と
で
合
意
が
成
立
し
た
一
九
六
一
年
二
月
＝
一
日
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の
池
田
・
朴
正
煕
目
韓
首
脳
会
談
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
ま
ず
韓
国
人
個
人
の
請
求
権
に
つ
い
て
の
討
議
を
検
討

す
る
。
第
二
項
の
逓
信
局
関
係
の
請
求
は
更
に
①
郵
便
貯
金
、
振

替
貯
金
、
為
替
貯
金
な
ど
②
国
債
及
ぴ
貯
蓄
債
権
な
ど
③
簡
易
生

命
保
険
及
び
郵
便
年
金
関
係
④
海
外
為
替
貯
金
及
ぴ
債
権
⑤
太
平

洋
ア
メ
リ
カ
陸
軍
司
令
部
布
告
第
三
号
に
よ
づ
て
凍
結
さ
れ
た
韓

国
受
取
金
と
い
う
細
目
に
分
け
ら
れ
た
が
、
要
す
る
に
戦
前
に
朝

鮮
人
個
人
が
も
っ
て
い
た
朝
鮮
総
督
府
あ
る
い
は
日
本
政
府
に
対

す
る
債
権
の
未
処
理
分
で
あ
る
。
ま
た
、
第
五
項
の
請
求
も
①
有

価
証
券
②
日
本
系
通
貨
③
被
徴
用
韓
国
人
の
未
収
金
④
戦
争
に
よ

る
被
徴
用
者
の
被
害
に
対
す
る
補
償
⑤
韓
国
人
の
対
日
本
政
府
請

求
（
恩
給
関
係
及
び
そ
の
他
）
⑥
韓
国
人
の
対
日
本
人
又
は
法
人

請
求
（
韓
国
人
の
日
本
の
生
命
保
険
会
社
に
対
す
る
請
求
）
に
分

け
ら
れ
た
1
第
五
項
は
有
価
証
券
の
一
部
と
、
韓
国
銀
行
の
保
有

分
を
請
求
し
た
目
本
系
通
貨
を
除
い
て
、
個
人
の
請
求
権
で
あ
る
。

　
目
本
側
は
基
本
的
に
こ
れ
ら
の
請
求
権
を
認
め
た
も
の
の
、
部

分
的
に
韓
国
側
の
請
求
を
拒
否
し
た
。
例
え
ば
、
第
五
項
の
⑤
に

該
当
す
る
韓
国
人
個
人
の
恩
給
に
対
す
る
韓
国
側
の
請
求
に
つ
い

て
、
目
本
側
は
日
本
の
恩
給
法
が
根
本
的
に
日
本
国
籍
所
持
者
を

対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
恩
給
は
受
取
人
に
直
接
渡
す

こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
韓
国
籍
所
持
者
に
対
す
る

恩
給
の
支
払
い
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
側
は

恩
給
法
の
国
籍
規
定
は
韓
国
人
の
よ
う
に
戦
後
処
理
の
過
程
で
日

本
国
籍
を
離
脱
し
た
も
の
を
想
定
し
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。
ま

た
、
第
五
項
の
①
に
あ
た
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
も
、
日
本
側
は

韓
国
人
個
人
あ
る
い
は
法
人
の
所
有
分
と
そ
れ
以
外
の
分
（
閉
鎖

機
関
、
日
本
の
在
外
会
社
、
総
督
府
逓
信
部
の
所
有
分
と
見
な
す

べ
き
も
の
）
に
区
分
し
て
、
前
者
の
場
合
で
、
本
人
の
有
価
証
券

所
有
の
事
実
が
証
明
さ
れ
る
か
、
現
物
の
証
券
を
提
示
し
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

に
の
み
応
じ
る
と
い
う
婆
勢
を
と
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
も
合
め
て
、
第
二
項
と
第
五
項
の
請
求
に
つ
い

て
は
、
韓
国
側
の
説
明
及
ぴ
そ
れ
に
対
す
る
目
本
側
の
質
疑
が
一

段
落
し
た
後
、
一
九
六
二
年
二
月
二
二
日
か
ら
開
か
れ
た
専
門
委

員
会
で
日
韓
双
方
の
も
っ
て
い
る
資
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
三
月
中
句
に
請
求
権
問
題
の
一
挙
進
展
を
目
指
し

た
小
坂
・
崔
徳
新
外
相
会
談
が
予
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
同
委
員

会
は
二
月
二
七
日
ま
で
に
僅
か
四
回
し
か
開
か
れ
ず
、
韓
国
側
の

請
求
額
を
確
定
さ
せ
る
の
に
十
分
な
資
料
の
検
討
も
討
議
も
尽
く

さ
れ
な
か
っ
た
。

　
個
人
の
請
求
権
と
は
対
照
的
に
、
そ
れ
以
外
の
請
求
項
目
に
つ
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い
て
は
目
韓
双
方
の
主
張
が
正
面
か
ら
対
立
し
た
。
ま
ず
、
第
一

項
の
地
金
及
び
地
銀
の
返
還
と
い
う
の
は
、
韓
国
側
の
説
明
に
よ

る
と
、
植
民
地
期
の
朝
鮮
に
お
い
て
中
央
銀
行
的
な
役
割
を
果
し

た
朝
鮮
銀
行
が
朝
鮮
銀
行
券
を
発
行
す
る
際
、
そ
の
基
金
と
し
て

日
本
紙
幣
や
朝
鮮
で
産
出
さ
れ
た
金
を
使
用
し
て
お
り
、
日
本
銀

行
と
の
取
引
を
通
じ
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
金
あ
る
い
は
銀
が

請
求
の
対
象
と
な
っ
た
。
韓
国
側
は
朝
鮮
銀
行
と
日
本
銀
行
と
の

金
銀
の
売
買
行
為
に
お
い
て
、
①
金
銀
が
不
当
に
安
い
価
格
で
取

引
さ
れ
た
こ
と
、
②
そ
の
よ
う
な
売
買
が
「
不
自
由
な
雰
囲
気
」

の
中
で
、
自
由
意
志
に
よ
ら
ず
に
行
わ
れ
た
と
そ
の
取
引
の
不
当

性
を
主
張
し
て
、
朝
鮮
か
ら
日
本
に
流
出
し
た
金
銀
の
返
還
を
請

　
（
刎
）

求
し
た
。
こ
の
韓
国
側
の
請
求
の
根
底
に
は
、
植
民
地
期
の
朝
鮮

経
済
は
日
本
経
済
に
隷
属
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
朝
鮮
銀

行
を
通
じ
て
朝
鮮
産
出
の
金
銀
の
大
部
分
を
目
本
に
搬
出
さ
れ
た

こ
と
は
そ
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
韓
国
側
が
地

金
銀
の
返
遼
を
第
一
項
に
掲
げ
た
の
も
、
こ
の
請
求
に
日
本
の
朝

鮮
支
配
の
不
当
性
に
対
す
る
追
及
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ

た
。　
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
側
は
韓
国
側
の
い
う
「
不
自
由
な
雰
囲

気
」
を
一
九
三
〇
年
代
か
ら
の
戦
時
統
制
経
済
の
時
期
に
つ
い
て

の
み
認
め
つ
つ
も
、
金
銀
の
取
引
自
体
は
正
当
で
あ
っ
た
と
主
張

し
た
う
え
で
、
こ
の
請
求
を
法
的
根
拠
の
な
い
政
治
的
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

あ
る
と
断
じ
て
、
受
け
付
け
な
か
っ
た
。
第
一
項
に
つ
い
て
の
日

韓
の
対
立
は
「
久
保
田
発
言
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
日
本
の

植
民
地
支
配
認
識
を
め
ぐ
る
激
し
い
討
議
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た

と
い
え
る
。

　
第
三
項
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
米
軍
政
法
令
第
三

三
号
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
第
五
次
会
談
で
討
議
さ
れ
て
お
り
、

第
六
次
会
談
で
は
韓
国
側
は
第
三
項
の
説
明
を
留
保
し
た
た
め
に
、

こ
の
項
目
は
討
議
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
第
四
項
は
植
民
地
期
に
朝
鮮
に
本
社
が
あ
っ
た
法
人
の
在
日
支

店
の
財
産
に
対
す
る
返
還
請
求
で
あ
る
。
韓
国
側
の
説
明
に
よ
る

と
、
戦
前
の
朝
鮮
に
本
社
を
お
く
法
人
は
す
べ
て
韓
国
籍
を
も
つ

法
人
で
あ
り
、
目
本
に
お
い
て
S
C
A
P
の
指
令
な
ど
に
よ
っ
て

処
分
さ
れ
た
財
産
の
う
ち
、
そ
の
よ
う
な
法
人
の
財
産
と
認
め
ら

れ
る
も
の
は
韓
国
に
返
還
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
目
本
側
は
第
六
次
会
談
第
六
回
会
合
で
第

四
項
に
対
す
る
見
解
を
文
書
化
し
、
全
面
的
な
反
論
を
展
開
し
た
。

す
な
わ
ち
、
①
法
人
の
財
産
は
究
極
的
に
そ
の
構
成
員
（
株
主
な

ど
）
の
私
有
財
産
で
あ
る
。
日
本
側
は
国
際
法
に
お
け
る
私
有
財
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産
尊
重
の
原
則
を
順
守
し
て
お
り
、
た
と
え
法
人
の
国
籍
が
韓
国

に
移
転
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
在
日
支
店
の
財
産
を
韓
国
に
返
還

す
べ
き
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
②
南
朝
鮮
に
お
け
る
米
軍
政
庁

の
法
令
に
よ
る
日
本
財
産
の
処
分
及
び
目
本
に
お
け
る
S
C
A
P

の
指
令
に
よ
る
在
日
財
産
の
処
分
は
相
互
の
領
域
に
効
力
を
及
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
〕

す
も
の
で
は
な
い
と
、
日
本
側
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
側
は
翌
第
七
回
会
合
で
文
書
に
よ
っ
て
、

再
ぴ
第
四
項
の
請
求
権
を
主
張
し
た
。
韓
国
側
は
そ
の
文
書
を
通

じ
て
、
①
植
民
地
期
の
朝
鮮
は
内
地
法
の
適
用
範
囲
の
外
に
あ
り
、

「
韓
国
法
人
」
は
朝
鮮
に
お
い
て
施
行
さ
れ
た
法
律
に
基
づ
い
て

設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
法
人
の
在
自
財
産
に
対
す
る
所
有

権
は
戦
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
、
②
米
軍
政
庁
の
法
令
；
二
号
は

在
朝
鮮
目
本
人
財
産
の
処
分
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
間
題

に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
、
③
S
C
A
P
指
令
に
よ
る
特
定
機
関
の

閉
鎖
あ
る
い
は
清
算
は
戦
争
遂
行
に
協
カ
し
た
機
関
を
対
象
に
し

た
も
の
で
あ
り
、
日
本
に
利
得
を
与
え
る
た
め
の
処
置
で
は
な
い

の
で
、
同
指
令
に
よ
っ
て
在
目
財
産
が
日
本
に
帰
属
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

あ
り
得
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
、
韓
国
側
は
②
に
よ
っ
て
、

請
求
の
根
拠
と
し
て
米
軍
政
庁
法
令
第
三
三
号
を
持
ち
出
さ
な
い

こ
と
を
明
確
に
し
た
。
ま
た
、
③
の
主
張
か
ら
は
、
敗
戦
国
日
本

の
戦
後
処
理
に
お
い
て
日
本
が
利
益
を
得
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
、
韓
国
側
の
日
本
の
戦
後
処
理
に
対
す
る
基
本
認

識
が
伺
え
る
。

　
し
か
し
、
植
民
地
期
の
朝
鮮
に
本
社
を
お
い
た
法
人
を
解
放
時

か
ら
遡
及
し
て
韓
国
籍
の
法
人
と
し
、
そ
の
在
日
支
店
財
産
を
韓

国
の
財
産
と
し
て
返
還
を
請
求
す
る
と
い
う
論
理
は
強
引
で
あ
り
、

そ
の
点
は
ア
メ
リ
カ
も
認
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
第
一
次
会
談
に

お
い
て
、
目
本
側
の
対
韓
請
求
権
に
激
怒
し
た
韓
国
側
が
ア
メ
リ

カ
に
対
日
平
和
条
約
第
四
条
の
公
式
解
釈
の
提
示
を
依
頼
し
た
際
、

対
韓
請
求
権
が
対
日
平
和
条
約
第
四
条
b
項
に
違
反
す
る
と
い
う

見
解
を
ア
メ
リ
カ
が
公
式
化
で
き
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
逆
に
日
本
側
が
ア
メ
リ
カ
に
、
韓
国
側
の
対
日
請
求

八
項
目
第
四
項
の
請
求
の
妥
当
性
を
照
会
し
て
き
た
場
合
、
ア
メ

リ
カ
は
そ
の
不
当
性
を
明
ら
か
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
あ

　
　
　
　
｛
2
8
）

っ
た
の
で
あ
る
。

　
結
局
こ
の
請
求
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
専
門
委
員
会
で
、
韓
国

側
の
請
求
権
の
対
象
と
な
る
法
人
の
財
産
処
分
状
況
に
つ
い
て
日

本
側
が
提
出
し
た
資
料
が
検
討
さ
れ
た
が
、
討
議
ら
し
い
討
議
は

さ
れ
な
か
う
た
。

　
最
後
に
、
第
六
項
は
現
在
の
戦
後
補
償
運
動
と
の
関
連
で
注
目

299



一橋論叢　第120巻　第2号　平成10年（1998年）8月号　（164）

す
べ
き
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
側
は
目
韓
会

談
で
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
合
ま
れ
る
請
求
権
の
問
題
が
解

決
さ
れ
た
後
も
、
日
韓
会
談
で
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
対
目
請
求
権

を
「
当
然
の
権
利
と
し
て
」
韓
国
人
が
個
別
的
に
行
使
で
き
る
よ

う
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
目
本

側
は
私
有
財
産
尊
重
の
原
則
を
順
守
す
る
と
強
調
し
つ
つ
も
、
第

六
項
の
よ
う
な
内
容
を
条
文
化
す
る
必
要
は
な
く
、
韓
国
の
自
然

人
及
ぴ
法
人
の
請
求
権
問
題
は
日
韓
会
談
で
一
切
解
決
さ
れ
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
日
本
側
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
「
目
韓

条
約
で
補
償
問
題
は
解
決
済
み
」
と
い
う
、
今
日
に
至
る
ま
で
日

本
政
府
が
堅
持
し
て
い
る
戦
後
処
理
間
題
に
対
す
る
見
解
そ
の
も

の
で
あ
づ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
討
議
の
検
討
を
通
じ
て
、
韓
国
側
の
対
同
請
求

権
は
全
体
と
し
て
は
「
植
民
地
支
配
の
清
算
」
を
目
的
と
し
て
い

た
と
し
て
も
、
個
別
的
に
は
個
人
の
請
求
権
と
見
な
し
得
る
も
の

（
第
二
項
、
第
五
項
）
か
ら
日
本
の
植
氏
地
支
配
に
よ
る
朝
鮮
か

ら
の
経
済
的
収
奪
を
指
摘
し
て
、
そ
の
不
当
性
を
も
主
張
す
る
も

の
（
第
一
項
）
や
将
来
予
想
さ
れ
る
個
人
の
請
求
権
行
使
を
保
護

す
る
も
の
（
第
六
項
）
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
根
拠
か
ら
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
対
目
請
求
権
は
日
本
の
朝
鮮
支
配
や

戦
後
補
償
問
題
に
つ
い
て
の
重
要
な
問
題
提
起
を
合
ん
で
い
た
が
、

そ
の
一
方
で
、
請
求
の
論
理
や
内
容
が
討
議
を
通
じ
て
変
化
し
た

も
の
も
あ
っ
た
（
第
四
項
、
第
六
項
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本

側
は
請
求
権
を
名
目
と
す
る
金
銭
供
与
を
極
カ
抑
制
す
る
立
場
か

ら
、
対
日
請
求
権
の
な
か
で
も
個
人
的
な
も
の
、
さ
ら
に
そ
の
う

ち
資
料
に
よ
る
十
分
な
裏
付
け
の
あ
る
請
求
に
対
し
て
の
み
支
払

い
に
応
じ
、
そ
の
他
の
請
求
権
を
一
切
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
対
日
請
求
権
の
具
体
的
討
議
を
通
じ
て
、
帰
属

財
産
の
取
得
と
の
関
係
を
否
定
し
た
う
え
で
賠
償
要
求
に
準
ず
る

請
求
権
を
主
張
し
た
韓
国
側
と
、
そ
れ
に
対
し
て
あ
く
ま
で
法
律

論
と
「
証
拠
主
義
」
で
対
処
し
よ
う
と
し
た
目
本
側
と
い
う
構
図

が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に
　
一

　
　
∫
対
日
請
求
権
の
具
体
的
討
議
の
歴
史
的
意
味

　
一
九
四
五
年
の
目
本
敗
戦
か
ら
一
九
六
五
年
の
日
韓
条
約
締
結

及
び
発
効
ま
で
の
日
韓
関
係
史
に
お
い
て
、
ま
た
一
九
五
二
年
二

月
か
ら
始
ま
っ
た
請
求
権
交
渉
の
過
程
に
お
い
て
、
第
五
次
会
談

及
び
第
六
次
会
談
で
行
わ
れ
た
対
日
請
求
権
の
具
体
的
討
議
は
、

日
韓
問
の
財
産
請
求
権
問
題
に
つ
い
て
当
事
国
の
代
表
が
そ
れ
ぞ
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れ
の
主
張
を
ぷ
つ
け
あ
っ
た
唯
一
の
機
会
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
一
九
五
〇
年
代
の
原
則
的
対
立
の
段
階
か
ら
一
九
六
〇
年

代
の
実
務
的
対
話
の
段
階
へ
請
求
権
交
渉
が
大
き
く
前
進
し
た
こ

と
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
、
対
目
請
求
権
の
具
体
的
討
議
に
よ
る

目
韓
問
に
存
在
す
る
ギ
ャ
ッ
プ
の
確
認
は
、
一
九
六
二
年
三
月
の

小
坂
・
崔
徳
新
外
相
会
談
か
ら
、
同
年
八
月
か
ら
始
ま
る
予
備
折

衝
を
へ
て
、
一
一
月
の
大
平
・
金
鍾
泌
合
意
に
至
る
ま
で
の
政
治

的
妥
結
の
段
階
に
向
け
て
、
日
韓
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
妥
結

線
を
模
索
す
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
の
作
業
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
討
議
を
「
単
な
る
交
渉
経
緯
の
ひ
と
こ
ま
」
と
断
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
〕

る
の
は
そ
の
歴
史
的
意
味
の
過
小
評
価
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
請
求
権
問
題
を
め
ぐ
る
日
韓
問
の
主
張
の
ギ

ャ
ッ
プ
は
余
り
に
も
大
き
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
九

六
二
年
一
〇
月
二
〇
日
及
ぴ
一
一
月
二
一
日
の
大
平
・
金
会
談
に

至
る
ま
で
の
予
備
折
衝
の
段
階
で
提
示
さ
れ
た
具
体
的
な
金
額
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

日
本
側
が
一
億
五
千
万
ド
ル
、
韓
国
側
が
六
億
ド
ル
で
あ
づ
た
。

こ
の
金
額
の
差
は
請
求
権
問
題
に
対
す
る
日
韓
間
の
認
識
の
差
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
実
務
者
レ
ペ
ル
に
お
け
る
日

韓
問
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
再
確
認
さ
れ
た
後
に
、
政
治
的
実
力
者
に
よ

る
妥
結
が
図
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
目
本
の
対
韓
経
済
協
カ

資
金
の
規
模
と
韓
国
の
経
済
開
発
資
金
の
規
模
と
の
擦
り
合
わ
せ

に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
で
あ
り
、
日
韓
問
の
請
求
権
を
め
ぐ
る
認

識
の
差
は
そ
れ
に
よ
っ
て
狭
ま
っ
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。　

し
た
が
っ
て
、
韓
国
人
個
人
の
対
日
請
求
権
問
題
の
進
展
は
日

韓
条
約
締
結
以
後
、
韓
国
及
ぴ
日
本
を
中
心
と
す
る
民
問
団
体
の

活
動
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
目
韓
関
係

に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
戦
後
補
償
な
い
し
戦
後
処
理
問
題
は
依
然

と
し
て
そ
の
後
方
に
押
し
や
ら
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
日
本
に

し
て
も
、
韓
国
に
し
て
も
、
国
益
優
先
の
観
点
か
ら
ヒ
の
問
題
に

取
り
組
む
な
ら
ば
、
一
九
六
〇
年
代
の
構
図
を
打
破
す
る
の
は
困

難
で
あ
る
。
目
韓
関
係
、
そ
し
て
目
朝
関
係
を
よ
り
良
き
も
の
に

す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
ま
ず
相
互
の
認
識
に
お
い
て
ギ
ャ

ッ
プ
の
あ
る
問
題
に
つ
い
て
対
話
を
継
続
す
る
こ
と
で
あ
り
、
国

益
の
観
点
を
相
対
化
し
得
る
リ
ー
ジ
目
才
ル
な
、
あ
る
い
は
人
道

的
観
点
か
ら
の
外
交
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

（
1
）
　
日
韓
会
談
は
通
常
次
の
よ
う
に
時
期
区
分
さ
れ
る
。
予
備
会
談

　
一
九
五
一
年
一
〇
月
王
一
二
月
、
第
一
次
会
談
一
九
五
二
年
二
月
壬

　
四
月
、
第
二
次
会
談
一
九
五
三
年
四
月
－
七
月
、
第
三
次
会
談
一
九
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五
三
年
一
〇
月
、
第
四
次
会
談
一
九
五
八
年
四
月
－
一
九
六
〇
年
四

　
月
、
第
五
次
会
談
一
九
六
〇
年
一
〇
月
三
一
九
六
一
年
五
月
、
第
六

　
次
会
談
一
九
六
二
年
一
〇
月
；
一
九
六
四
年
六
月
、
第
七
次
会
談
一

　
九
六
四
年
二
一
月
－
一
九
六
五
年
六
月
。
な
お
、
請
求
権
交
渉
全
体

　
を
通
じ
て
、
韓
国
側
が
提
示
し
た
「
対
日
請
求
八
項
目
」
の
内
容
が

　
具
体
的
に
討
議
さ
れ
た
の
は
第
五
次
及
び
第
六
次
会
談
の
と
き
の
み

　
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
本
稿
で
取
り
扱
う
一
九
六
〇
年
一
〇
月
か

　
ら
一
九
六
二
年
三
月
ま
で
の
討
議
を
「
具
体
的
」
と
称
し
た
竈

（
2
）
　
佐
々
木
隆
爾
「
い
ま
こ
そ
目
韓
条
約
の
見
直
し
を
」
（
『
世
界
』

　
五
八
〇
　
一
九
九
三
年
四
月
）
。

（
3
）
　
高
崎
宗
司
「
日
韓
条
約
で
補
償
は
解
決
し
た
か
」
（
『
世
界
』
五

　
七
二
　
一
九
九
二
年
九
月
）
、
同
『
検
証
　
日
韓
会
談
』
岩
波
書
店

　
（
新
書
）
一
九
九
六
年
。

（
4
）
　
李
元
徳
『
目
本
の
戦
後
処
理
外
交
の
一
研
究
－
目
韓
国
交
正
常

　
化
交
渉
（
一
九
五
一
－
六
五
）
を
中
心
に
－
』
（
東
京
大
学
大
学
院

　
総
合
文
化
研
究
科
　
国
際
関
係
論
専
攻
　
博
士
学
位
論
文
一
九
九
五

　
年
）
、
同
「
目
韓
請
求
権
交
渉
過
程
（
一
九
五
一
－
六
二
）
の
分
析

　
－
目
本
の
対
韓
政
策
の
観
点
か
ら
－
』
（
『
法
学
志
林
』
九
三
－
一

　
一
九
九
五
年
一
一
月
）
。

（
5
）
　
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
　
終
戦
・
か
ら
講
和
ま
で

　
（
第
一
巻
　
総
説
、
賠
償
・
終
戦
処
理
）
』
東
洋
経
済
新
報
社
　
一
九

　
八
四
年
　
二
一
六
頁
。

（
6
）
　
塚
本
孝
「
韓
国
の
対
日
平
和
条
約
署
名
問
題
－
日
朝
交
渉
、
戦

　
後
補
償
問
題
と
関
連
し
て
」
（
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
一
九
九
二
年
三

　
月
）
。

（
7
）
　
金
東
柞
（
林
建
彦
訳
）
『
韓
日
の
和
解
　
冒
韓
交
渉
一
四
年
の

　
記
録
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
　
一
九
九
三
年
　
六
頁
。
ま
た
、
こ
れ
に

　
先
立
つ
一
九
五
一
年
四
月
≡
二
目
に
行
わ
れ
た
吉
田
・
ダ
レ
ス
会
談

　
に
お
い
て
、
目
本
側
は
「
韓
国
と
平
和
条
約
（
、
．
示
o
『
s
彗
o
旨
o

　
、
竃
8
↓
H
g
q
、
）
」
と
い
う
文
書
を
ア
メ
リ
カ
側
に
提
出
し
て
、

　
韓
国
の
平
和
条
約
署
名
に
反
対
し
た
（
太
田
修
「
李
承
晩
政
権
の
対

　
日
政
策
1
『
対
日
賠
償
』
問
題
を
中
心
に
」
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文

　
集
』
三
四
　
一
九
九
六
年
一
〇
月
、
六
八
頁
）
。

（
8
）
　
日
本
側
は
こ
の
論
拠
と
し
て
一
九
〇
七
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー

　
グ
で
署
名
さ
れ
た
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
二
関
ス
ル
条
約
」
第
四
六
条

　
を
挙
げ
た
。

（
9
）
　
こ
の
よ
う
な
日
本
側
の
主
張
は
一
九
五
二
年
の
目
華
交
渉
に
お

　
い
て
日
中
問
の
賠
償
間
題
を
討
議
し
た
際
、
国
民
政
府
に
よ
る
中
国

　
領
内
の
同
本
財
産
の
接
収
の
み
に
よ
っ
て
こ
の
間
題
を
解
決
し
よ
う

　
と
し
た
事
例
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ぱ
、
劉
波
「
戦
後
日

　
中
関
係
に
お
け
る
戦
争
賠
償
問
題
－
国
民
党
政
府
の
対
日
賠
償
処
理

　
問
題
を
中
心
に
ー
」
（
『
法
と
政
治
』
四
六
－
一
　
一
九
九
五
年
三

　
月
）
な
ど
を
参
照
。

（
1
0
）
　
大
韓
民
国
外
務
部
政
務
局
『
対
日
賠
償
要
求
調
書
』
一
九
五
四

　
年
、
三
九
一
頁
。

（
u
）
　
一
九
五
七
年
に
な
っ
て
、
日
韓
会
談
再
開
の
た
め
の
交
渉
が
行

　
わ
れ
た
背
景
と
し
て
、
一
九
五
六
年
二
一
月
に
在
外
財
産
審
議
会
の

　
答
中
が
出
さ
れ
て
、
朝
鮮
で
私
有
財
産
を
没
収
さ
れ
た
人
々
に
対
す

　
る
補
償
の
展
望
が
出
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
高
崎
『
検
証
・

　
日
韓
会
談
』
七
六
頁
）
。
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（
1
2
）
　
犬
韓
民
国
政
府
『
韓
日
会
談
白
書
』
一
九
六
五
年
　
四
四
｛
四

　
六
頁
。

（
1
3
）
　
第
一
次
会
談
時
、
第
六
項
は
「
韓
国
法
人
又
は
韓
国
自
然
人
所

　
有
の
日
本
法
人
の
株
式
又
は
其
他
証
券
を
法
的
に
証
明
す
る
こ
と
」

　
と
な
っ
て
い
る
。
註
（
一
七
）
に
同
じ
。

（
1
4
）
　
大
韓
民
国
政
務
局
亜
州
課
『
韓
日
会
談
の
概
観
及
ぴ
諸
問
題
』

　
一
九
六
一
年
（
吉
澤
推
定
）
　
二
＝
一
頁
。

（
1
5
）
　
前
掲
『
韓
目
の
和
解
』
　
一
二
五
頁
。

（
1
6
）
　
前
掲
『
韓
日
会
談
の
概
観
及
ぴ
諸
問
題
』
　
二
一
〇
｛
二
二

　
頁
。
（
1
7
）
　
前
掲
『
対
日
賠
償
要
求
調
書
』
　
三
七
七
壬
三
七
八
、
五
一
九

　
王
五
二
三
頁
。

（
1
8
）

　
録
』

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

大
韓
民
国
外
務
部
政
務
局
『
第
五
次
韓
目
会
談
予
備
会
談
会
議

一
〇
四
－
一
〇
五
頁
。

同
前
、
一
〇
八
頁
。

同
前
、
一
九
二
－
一
九
三
頁
。

山
田
昭
次
「
日
韓
条
約
の
今
日
の
問
題
点
」
（
『
世
界
』
五
六
七

　
一
九
九
二
）
。

（
2
2
）
　
管
轄
権
間
題
と
は
半
島
北
半
部
の
請
求
権
を
め
ぐ
る
間
題
で
あ

　
り
、
韓
国
側
が
そ
の
請
求
権
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
目
本
側
は

　
韓
国
政
府
の
施
政
権
が
休
戦
ラ
イ
ン
以
北
に
及
ぱ
な
い
こ
と
を
理
由

　
に
韓
国
側
の
主
張
を
否
定
し
た
。
ま
た
、
換
率
問
題
と
は
例
え
ぱ
確

定
債
権
と
し
て
の
上
海
ド
ル
の
返
還
請
求
に
お
い
て
、
韓
国
側
が
当

　
時
の
レ
ー
ト
と
し
て
一
ド
ル
H
一
五
円
に
よ
る
換
算
を
主
張
し
て
い

　
た
問
題
を
指
す
。

（
2
3
）
　
犬
韓
民
国
外
務
部
政
務
局
亜
州
課
『
第
六
次
韓
目
会
談
会
議
録

　
（
皿
）
』
一
七
一
壬
一
七
六
頁
。
ま
た
、
一
九
六
二
年
一
〇
月
二
九
日

　
付
の
厚
生
省
援
護
局
援
護
課
長
が
各
都
道
府
県
民
生
部
長
ら
に
宛
て

　
た
通
達
に
よ
れ
ぱ
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
謹

　
法
の
適
用
は
彼
ら
の
日
本
へ
の
帰
化
を
条
件
と
し
て
い
た
。

（
2
4
）
　
大
韓
民
国
外
務
部
政
務
局
亜
州
課
『
第
六
次
韓
日
会
談
（
平
和

　
線
・
一
般
請
求
権
・
船
舶
）
委
員
会
会
議
録
（
二
一
月
二
二
日
現

　
在
）
』
（
以
下
『
会
議
録
1
』
と
す
る
）
　
一
〇
九
－
二
一
頁
。

（
2
5
）
　
同
前
、
　
二
三
二
、
＝
＝
八
頁
。

（
2
6
）
　
同
前
、
一
九
二
壬
一
九
⊥
ハ
頁
。

（
2
7
）
　
同
前
、
二
二
七
－
二
二
九
頁
。

（
2
8
）
李
鍾
元
「
韓
日
会
談
と
ア
メ
リ
カ
ー
『
不
介
入
政
策
』
の
成
立

　
を
中
心
に
－
」
（
『
国
際
政
治
』
一
〇
五
　
一
九
九
四
年
）
ニ
ハ
八
－

　
ニ
ハ
九
頁
。

（
2
9
）
　
前
掲
、
『
会
議
録
1
』
二
五
六
壬
二
五
七
頁
。

（
3
0
）
　
前
掲
高
崎
「
同
韓
条
約
で
補
償
は
解
決
し
た
か
」
四
六
頁
。

（
3
1
）
　
大
韓
民
国
外
務
部
政
務
局
亜
州
課
『
第
六
次
韓
目
会
談
会
議
録

　
（
皿
）
第
二
次
政
治
会
談
予
傭
折
衝
（
一
九
六
二
・
八
・
二
二
－
一

　
九
六
二
・
二
一
・
二
五
）
』
四
二
｛
四
六
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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